（別添）
委託研究契約書（ひな型）

　委託者　大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下「甲」という。）と受託者　●●●●●●●●大学（以下「乙」という。）は、自然科学大学間連携推進機構（NICA）フェローに関する協定書に基づき、次のとおり委託研究契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（定義）
第１条　本契約において、研究担当者とは、別紙「NICAフェロー推薦書」（以下、｢推薦書｣）に掲げる「推薦対象者」をいう。

（委託研究の実施）
第２条　甲は、推薦書の研究の実施を乙に委託する。

（委託研究費の額）
第３条　甲は、委託研究費として
金　●，●●●，●●●円（消費税及び地方消費税含む。）
の範囲内において乙に支払うものとする。
２　経費の内訳は推薦書に沿うものとする。

（委託研究費の支払い）
第４条　甲は、本契約に基づき、委託研究の終了後、乙の発行する請求書により、委託研究費の全額を一括して支払うものとする。ただし、甲は、必要があると認められるときは、前払いをすることができる。

（経理）
第５条　委託研究費の経理は、乙における会計規程等の定めるところにより乙が行い，帳簿を備え、収支状況を記載し、その支出を証する書類を整理・保管し、甲の求めに応じ閲覧に供する用意をしておかなければならない。
２　本契約に関し甲が必要と認める場合は、乙に理由を示し調査を求め又は自ら調査することができるものとし、乙はこれに協力しなければならない。
３　乙は、本委託研究の実施に使用した委託研究費の経理書類を、委託研究完了の年度の翌年度から５年間保管しなければならない。

（委託研究費により取得した備品等の帰属）
第６条　委託研究費により取得した設備・備品等の所有権は、乙に帰属するものとする。

（再委託）
第７条　乙は、委託研究の全部を第三者に委託してはならない。
２　乙は、再委託（委託研究の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。）してはならない。ただし、甲の承認を得たものである場合は、この限りでない。
３　乙は、前項の承認を受けようとする場合（再委託先の変更を含む。）には、あらかじめ再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
４　乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対しすべての責任を負う。
５　乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と約定しなければならない。

（実施報告書）
第８条　乙は、２０２２年３月３１日又は中止の翌日から３０日以内に本委託研究に係る実施報告書を甲に提出するものとする。

（知的財産の帰属）
第９条　本委託研究の結果生じた知的財産権は、乙に帰属するものとする。ただし、甲が委託研究の成果に係る知的財産を甲と乙との共有とすることを申し出たときは共有について別途協議して定める。なお、乙の範囲には第７条に定める再委託先を含むことができるものとする。
２　乙は、知的財産権の創出を行ったときは、遅滞なく、その旨を甲に報告するものとする。
３　甲は、学術研究の用に供する目的で前項の知的財産を無償で使用できるものとする。
４　乙が第１項の知的財産権を相当期間使用しておらず、かつ甲から求めがあった場合は、乙は当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとする。
５　乙は、第１項の知的財産権の移転等を行う場合は、あらかじめ甲の承認を受けることとする。

（契約の解除等）
第１０条　甲は、次の各号に該当する場合、直ちに本契約を解除することができるものとする。
　一　乙又は研究担当者が、本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不当な行為又は委託研究費の不正使用が認められたとき
  二　乙又は研究担当者が、本委託研究の目的を達成することが不可能となったとき
２　乙は、甲が委託研究費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができるものとする。

（委託研究費の返還等）
第１１条　甲は、前条第１項の規定により本契約を解除する場合には、解除の期日を指定した上で、第８条の規定に従い、乙から実施報告書を提出させるとともに、委託研究費の全部又は一部を返還させることができる。
２　甲は、本契約の研究期間が満了した後において、前条第１項に定める解除事由に相当する事実が認められた場合は、前項に準じ委託研究費の返還を求めることができる。
３　委託研究費の額に残額が生じた場合、又は第４条により支払いを受けた委託研究費が第５条第２項の調査により確定した委託研究費の額を超えた場合は、甲の指示に従い、乙は速やかにその残額又は超えた額を返還しなければならない。
４　前条第１項により本契約が解除された結果、乙が、甲又は第三者に損害を与えたときには乙がその賠償の責任を負う。

（延滞金）
第１２条　乙は、第１１条第１項及び第２項の規定により委託研究費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入した日までの日数に応じ、その未納入額につき民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条で規定する法定利率（以下、法定利率という。）の割合で計算した延滞金を甲に納入しなければならない。
２　甲は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

（不正、不当な行為又は委託研究費の不正使用に係る調査の実施）
第１３条　乙は、本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不当な行為又は委託研究費の不正使用があった場合（これらの疑いのある場合を含む。）には、速やかに調査を実施し、その結果を甲に報告するものとする。

（不正、不当に伴う返還金にかかる加算金）
第１４条　乙は、第１３条に基づく調査の結果、第１０条第１項及び第１１条第１項の規定により委託研究費の返還を命ぜられたときは、返還金にかかる委託研究費の受領の日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、返還金の額（その一部を納入した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき法定利率の割合で計算した加算金を甲に納入しなければならない。
２　甲は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

（秘密の保持）
第１５条　甲又は乙は、本委託研究を実施するにあたり知り得た相手方の秘密については、事前の書面による同意なく他に漏らしてはならない。

（研究成果の公開）
第１６条　本委託研究の成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法などについては、甲乙協議の上決定するものとする。

（損害賠償）
第１７条　甲又は乙は、故意又は過失（研究担当者その他本契約に基づく研究及び関連する業務に従事している組織内の人員の故意又は重大な過失を含む。）により相手方又は第三者に損害を与えたときには、その損害に対して賠償しなければならない。

（契約の有効期間）
第１８条　本契約の有効期間は、２０２１年●●月●●日より２０２２年３月３１日までとする。
２　本契約の終了後又は解除後も、第５条、第９条、第１１条及び第１５条から第２０条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

（協議）
第１９条　本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

（裁判管轄）
第２０条　本契約に関する訴えは、甲の所在地とする東京地方裁判所の管轄に属する。


本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。



２０２１年●●月●●日



　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）　東京都三鷹市大沢２丁目２１番１号
        　　　　　　　　　　　　　　　　　大学共同利用機関法人自然科学研究機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機構長　　小　森　彰　夫


                                  （乙）  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
                                          ●●●●●●●●●●●●
                                          ●●●　　●　●　●　●


